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平成２３年 ２月 ２日 

入 札 説 明 書 

 

新豊川市民病院病院棟新築工事の、制限付き一般競争入札（総合評価落札方

式）に関する詳細は次のとおりとする。 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

⑴ 工事名   新豊川市民病院病院棟新築工事 

⑵ 工事場所  豊川市八幡町・白鳥町地内 

⑶ 工期    契約締結の翌日から平成２４年１２月２８日 

⑷ 工事内容 

  新豊川市民病院病院棟新築工事 一式 

  ア 病院棟・・・ 鉄骨造  地上９階建 延床面積４５，４７０．９７㎡ 

  イ 連絡通路・・ 鉄骨造  延床面積２７０．１７㎡   

  ※上記の建築(昇降機を含む)工事、電気設備工事、機械設備（空調を含む）

工事 

  ウ 外構工事・・ 整備面積８，７２４．３８㎡ 

⑸ 入札方式 

   本工事は技術提案書を受け付け、価格並びに施工計画及び市内企業の活

用度などの価格以外の要素を総合的に評価して落札者として決定する総合

評価落札方式（簡易型）で行う。 

⑹ 予定価格等 

   予定価格  金１３，１８８，０００，０００円 

         （消費税及び地方消費税を除いた額） 

   最低制限価格 有り（事後公表） 

 

２  一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑴ 基本事項 

ア 平成２１年豊川市告示第１０３号による平成２２年度及び平成２３年度

に豊川市が発注する建設工事の契約に係る競争入札に参加する者に必要な

資格を有していること。 

イ 豊川市の入札参加資格を有する者（以下「登録者」という。）で、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する営業所の営業

年数が２年以上であるもの。 

ウ 建設業法第３条第１項の規定により、「建築一式工事」の特定建設業の許

可を受けていること。 
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 エ 本工事に係る入札による契約を締結する権限を有する建設業法第３条第

１項に規定する本社又は営業所等を愛知県内に置く者。 

オ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１

６７条の４の規定に該当する者又は一般競争入札（総合評価落札方式）参

加資格確認申請書（以下「資格確認申請書」という。）の提出日から本工事

に係る入札の執行日までの間、豊川市から指名停止処分又はこれに準ずる

措置を受けている者でないこと。 

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

の規定に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

キ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに

準ずるものとして、豊川市発注工事等からの排除要請があり当該状態が継

続している者でないこと。 

ク 本件工事の設計業務の受託者（㈱日建設計名古屋オフィス）と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でない者。 

ケ 特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体でないこと。 

コ その他建設業法等の法令、規則等に違反していない者。 

⑵ 経営事項審査に関する事項 

入札参加資格の認定において、建築一式工事に係る経営規模等評価結果の

総合評定値が１，６００点以上であり、かつ、格付基準の業種等級がＡと格

付されていること。 

⑶ 同種工事の施工実績に関する事項 

  下記の２つの施工実績を有する者であること。 

 ア 平成１３年４月１日以降に完成又は引渡しが完了した工事に、元請（単

体又は共同企業体の代表者）として、病床数３００床以上の病床を有する

病院に係る新築又は増・改築（増築の場合は、増築の部分のみを実績の対

象とする。以下同じ。）の施工実績があること。 

 イ 平成１３年４月１日以降に完成又は引渡しが完了した工事に元請（単体

又は共同企業体の代表者）として、延床面積１０，０００㎡以上の免震構

造の建築物の新築又は増・改築工事の施工実績があること。 

⑷ 配置予定技術者に関する事項 

  前号ア及びイに掲げる工事に現場代理人又は監理技術者として従事した経

験を有する者を、本工事の監理技術者（一級建築士又は一級建築施工管理技

士の資格を有すること。）として専任で配置できること。 

 

３ 入札参加資格の確認等 

入札参加を希望する者は、別に配布する資格確認申請書（様式１）を次のと



 3

おり持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

なお、競争入札参加資格の適否については、平成２３年２月１４日（月）ま

でに資格確認申請者に対し、ＦＡＸ及び郵送にて、一般競争入札（総合評価落

札方式）参加資格確認通知書により通知するものとする。 

⑴ 資格確認申請書の配布期間 

    平成２３年２月２日（水）から平成２３年２月８日（火）まで（土曜日、

日曜日を除く） 

⑵ 資格確認申請書の提出期間 

    平成２３年２月３日（木）から平成２３年２月８日（火）まで（土曜日、

日曜日を除く） 

⑶ 配布及び提出時間 

    午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑷ 提出部数 

  １ 部 

⑸ 配布及び提出場所 

  豊川市民病院 管理棟３階 病院建設室 

⑹ その他 

 ア 書類提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

 イ 提出された書類は、返却しない。 

 

４ 設計図書等の配布について 

  設計書、設計図及び仕様書（以下「設計図書」という。）の配布は次により

行う。 

⑴ 配布期間 

  平成２３年２月２日（水）から平成２３年２月８日（火）まで（土曜日、

日曜日を除く） 

⑵ 配布時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 配布場所 

  豊川市民病院 管理棟３階 病院建設室 

⑷ 配布方法 

   資格確認申請書を提出した者に、設計図書をＤＶＤ－Ｒにて配布する。な

お、未使用のＤＶＤ－Ｒ（４．７ＧＢ）１枚と交換とする。 

 

５ 技術提案書及び設計図書に関する質問 

  技術提案書及び設計図書に関する質問及び回答は次により行う。 
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⑴ 提出期間 

  平成２３年２月３日（木）から平成２３年２月１６日（水）（土曜日、日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日（以下「休日」という。）を除く） 

⑵ 提出時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 提出方法 

  所定の様式（様式２）により、メールにて「15 問合せ先」のメールアドレ

スに送信すること。また、送信後に受信の有無を電話にて確認すること。なお、

電話による質問は受け付けない。 

⑷ 回答日 

  平成２３年２月２３日（水）までに、入札参加資格を有するものにＦＡＸ

及び郵送にて送付するものとする。 

 

６ 現場説明会 

  現場説明会は行わない。 

 

７ 技術提案書、入札書及び工事費積算内訳書の提出 

   入札者は、別に配布する様式により技術提案書、入札書及び工事費積算内訳

書を作成し、次により提出すること。なお、提出期限までに提出しない場合は、

入札参加を辞退したものとみなす。 

⑴ 様式の配布方法 

  「４⑷ 設計図書等の配布方法」のＤＶＤ－Ｒに様式を含み配布する。 

⑵ 提出期限 

  平成２３年３月１日（火）（土曜日、日曜日及び休日を除く） 

⑶ 提出時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑷ 提出場所 

  豊川市民病院 管理棟３階 病院建設室 

⑸ 提出方法 

  所定の様式（様式３から様式９）により、持参にて提出すること。 

⑹ 工事費積算内訳書の内容等 

 ア  入札書と併せて提出すること。 

 イ  工事費積算内訳書は、百万円未満の端数整理以外の値引きは認めない。 

 ウ  工事費積算内訳書の合計金額は、入札書の金額と同額となること。 

⑺ その他 

 ア  入札に参加する者が１者の場合、入札を中止する場合がある。 
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 イ  入札参加者は、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する

金額（消費税抜き）を入札書に記載すること。 

 ウ 落札者の決定及び公表は、平成２３年３月３０日(水)を予定している。 

 

８ 入札保証金 

  入札に参加しようとする者は、豊川市契約規則第１２条に基づき、その見積

もる契約金額の１００分の５以上の入札保証金を、入札書の提出期限の前日ま

でに納めなければならない。 

  ただし、下記⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、豊川市契約規則第１４

条に基づき、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。なお、

この場合は、証明できる契約書等を入札書の提出期限の前日までに提出するこ

と。 

⑴  一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に豊川市を被保険者

とする入札保証保険契約を締結したとき。  

⑵  一般競争入札に付する場合において、令第１６７条の５第１項により定め

た参加資格を有する者で、過去２年の間に国（公社及び公団を含む。以下同じ。）

又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたっ

て締結し、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結

しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

⑶  納付先又は提出場所 

  豊川市民病院 管理棟３階 病院建設室 

 

９ 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

⑴ 入札参加者の資格を有しない者のした入札 

⑵ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 

⑶ 入札書の入札金額を訂正している入札 

⑷ 入札に際して談合等による不正行為があった入札 

⑸ 同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札 

⑹ 記名押印のない入札 

⑺ 入札書の記載事項が確認できない入札 

⑻ 予定価格を上回る金額の入札 

⑼ 最低制限価格を下回る金額の入札 

⑽ 工事費積算内訳書の提出がない入札 

⑾ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札 
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10 総合評価落札方式に関する事項 

⑴ 本工事の総合評価落札方式は、新豊川市民病院病院棟新築工事総合評価落

札方式入札試行要領により行う。また、提出された技術提案書に基づき、次

式により評価値を算出し、評価値が最も高いものを落札者とする。 

  ・評価値＝(技術評価点／入札価格)×100,000,000 

  ・技術評価点＝標準点＋加算点 

評価値は、小数点以下第６位を四捨五入し、第５位まで表示する。 

技術評価点のうち、標準点は１００点とし、入札参加者が前２に掲げる競

争に参加する者に必要な資格を満たす場合に与える。また、加算点は、提出

された技術提案書の提案内容を、別紙の「地元企業活用型総合評価落札方式

（簡易型）評価基準」により評価し算出した得点とし、最大５０点を加算す

る。 

⑵ 入札価格が最低制限価格以上かつ予定価格以下である者のうち、評価値の

最も高いものを落札者とする。 

⑶ 評価値が最も高いものが２者以上ある場合、このうち入札価格が最も低い

ものを落札者とする。それでも順位が決定しない場合には、くじ引きを行い、

落札者を決定するものとする。 

⑷ 評価内容の担保 

  ア 落札者の提案内容の履行を確保し、評価内容を担保するために、契約書

に提案内容を記載するとともに、提案内容の履行確認を行う。 

   ただし、技術提案の「Ａ施工計画」の項目において、加点されなかった

項目があった場合には別途協議し、是正を求める場合がある。 

 イ 請負者の責による提案の不履行が認められた場合には、次に掲げる計算

式で算出された金額を違約金として算出し、契約金額の減額を行う。(施

工計画については、その履行について、是正を求めた後とする。) 

   （違約金） ＝ {１－（１００＋β）／（１００＋α）}×Ｃ 

       Ｃ    ： 当初の契約金額 

      １００ ：  標準点 

      α    ： 当初の技術提案書による加算点 

      β    ： 施工後の実施値（達成度合いに応じて再計算）にお

ける加算点 

  ※違約金は千円未満切捨てとする。 

  ※技術提案により評価を受けた以上の施工を行ったと認められる場合で

あっても、履行できなかった提案事項との相殺は認めない。 

⑸ その他 

  ア 入札参加資格が無効となる場合 

   技術提案書の「Ａ施工計画（４市内企業の育成及び活用の③市内企業活
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用度の加算点を除く）」において、提案項目に対する記載がない場合は、入

札参加資格を認めない。 

 

 イ 技術提案書の公表 

      技術提案書の公表については、落札者の提案内容に限り公表することが

出来るものとする。なお、評価項目一覧表における「Ｄ 市内企業活用度 １ 

市内企業の活用」については、全入札参加者の提案内容を公表することが出

来るものとする。 

  ウ 参加に要する費用 

      技術提案書の作成及び提出に関する費用は、入札参加者の負担とする。 

  エ  提出書類の取り扱い 

      技術提案書、その他入札参加者から提出された書類は返却しない。 

  オ  非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決

定の公表を行った日の翌日から起算して５日（土曜日、日曜日を除く）以内

に、書面により、豊川市病院事業管理者に対して非落札理由についての説明

を求めることが出来る。 

 

11 契約書作成の要否 

   必要とする。 

 

12 契約保証金 

  落札者は、豊川市契約規則第３１条に基づき、契約金額の１００分の１０

以上の金額の契約保証金を納めなければならない。 

  ただし、下記⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、豊川市契約規則第３

３条に基づき契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。な

お、この場合は、証明できる契約書等を提出すること。 

⑴  契約の相手方が保険会社との間に豊川市を被保険者とする履行保証保険契

約を締結したとき。 

⑵ 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算

決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第２号の規定

に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

⑶  納付先又は提出場所 

  豊川市民病院 管理棟３階 病院建設室 

 

13 支払条件 

⑴ 前払金 

  有り（前払金の保証契約書を提出すること。） 
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⑵ 部分払 

  有り 

 

14 その他 

⑴ この公告に記載していない事項については、地方公営企業法、地方自治法、

同法施行令、豊川市契約規則等の定めによるものとする。 

⑵ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした場合においては、豊川市指名停止取

扱要領に基づき、指名停止を行う場合がある。 

 

15 問合せ先 

  豊川市民病院 病院建設室 担当：坂田、伊藤 

  愛知県豊川市光明町一丁目１９番地 電話0533-86-1111（内線572） 

  メールアドレス byoinkensetsu@city.toyokawa.lg.jp 

 


